
■
市
役
所
、
各
支
所
・
出
張
所

市
役
所

�
７
７
５
―

５
１
１
１

�
７
７
５
―

９
８
１
９

市
役
所
と
平
方
・
原
市
・
大
石
・
上

平
・
大
谷
支
所
、
尾
山
台
・
上
尾
駅
出
張

所
は
１２
月
２９
日
㈯
〜
１
月
３
日
㈭
は
休
み

で
す
。

●
婚
姻
・
離
婚
・
出
生
・
死
亡
届
他

右
記
の
期
間
中
は
、
市
役
所
北
口
玄
関

の「
休
日
夜
間
受
付
」で
受
け
付
け
ま
す
。

こ
の
期
間
中
に
受
け
付
け
た
届
け
出
な
ど

の
確
認
作
業
は
、
１
月
４
日
㈮
か
ら
行
い

ま
す
。

■
上
・
下
水
道市

管
工
事
業
協
同
組
合
漏
水
対
策
室

�
０
１
２
０
―

７
１
１
―

９
３
０

�
７
７
１
―

７
８
７
８

１２
月
２９
日
〜
１
月
３
日
の
期
間
中
に
、

水
道
の
漏
水
や
公
共
下
水
道
が
詰
ま
っ
た

場
合
な
ど
の
修
理
は
、
市
管
工
事
業
協
同

組
合
漏
水
対
策
室
に
連
絡
し
て
く
だ
さ

い
。

■
年
末
年
始
の
ご
み
収
集
・
直
接
搬
入

西
貝
塚
環
境
セ
ン
タ
ー

�
７
８
１
―

９
１
４
１

�
７
８
１
―

９
１
６
６

●
年
末
年
始
の
ご
み
収
集

年
末
年
始
の
ご
み
収
集
は
、
左
表
の
と

お
り
で
す
。
ご
み
は
正
し
く
分
別
し
、
収

集
日
の
８
時
ま
で
に
ご
み
集
積
所
に
出
し

て
く
だ
さ
い
。
※
ご
み
の
量
や
交
通
事

情
に
よ
り
、
収
集
時
間
が
変
動
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

●
年
末
年
始
の
ご
み
の
直
接
搬
入

直
接
搬
入
日
は
次
の
と
お
り
で
す
。
搬

入
の
際
は
、
係
員
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
市
内
で
発
生
し
た
ご
み
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
本
人
確
認

が
で
き
る
物（
自
動
車
運
転
免
許
証
他
）を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。
※
搬
入
ま
で
に
、２

時
間
以
上
か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

【
最
終
搬
入
日
】１２
月
２４
日
㈷
８
時
４５
分
〜

１１
時
３０
分
【
年
始
開
始
日
】１
月
８
日
㈫

※
１２
月
２５
日
㈫
〜
１
月
７
日
㈪
は
、ご
み

の
直
接
搬
入
は
で
き
ま
せ
ん
。
【
処
理
手

数
料
】家
庭
ご
み
／
１０
㌔
㌘
に
つ
き
８０
円
、

事
業
ご
み
／
１０
㌔
㌘
に
つ
き
２３０
円

ご
み
の
搬
入
は
事
前
に
分
別
を

ご
み
は
種
類
ご
と
に
袋
に
入
れ
る
な

ど
、
事
前
に
分
別
し
て
か
ら
お
持
ち
く
だ

さ
い
。
※
大
量
の
ご
み
の
処
分
に
つ
い

て
、
ご
自
身
で
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
は
、
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
許
可

業
者（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）に
依
頼

し
て
く
だ
さ
い
。
業
者
ご
と
に
料
金
が
異

な
り
ま
す
の
で
、
直
接
、
業
者
に
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
産
業
廃
棄
物

は
搬
入
で
き
ま
せ
ん
。

■
し
尿
く
み
取
り

生
活
環
境
課

�
７
７
５
―

６
９
４
０

�
７
７
５
―

９
８
７
２

１２
月
２９
日
〜
１
月
３
日
は
、
し
尿
の
く

み
取
り
は
休
み
で
す
。
年
末
の
問
い
合
わ

せ
は
、
１２
月
２８
日
㈮
ま
で
に
生
活
環
境
課

へ
お
願
い
し
ま
す
。

１／７㈪

可燃物

－

年始開始日
１／４㈮

ペットボトル

－

可燃物

年末最終日

１２／３１㈪
可燃物

（特別収集日）

１２／２８㈮
可燃物

収集
区域

A地区

B地区

C地区

D地区

年末年始の休館日

１２月２８日㈮～１月４日㈮

１２月２８日㈮～１月６日㈰

１２月２９日㈯～１月３日㈭

１２月３１日㈪～１月２日㈬
※１２月２９日㈯・３０日㈰、
１月３日㈭～５㈯は１７時に
閉館します。

１２月３１日㈪～１月２日㈬

１月１日㈷～３日㈭
※１２月３１日㈪は告別式だ
け、１月４日㈮は上尾市・
伊奈町に在住の人を優先
します。

施設名
コミュニティセンター
イコス上尾
図書館・各分館
文化センター
自然学習館
各公民館
ことぶき荘
消費生活センター
瓦葺ふれあい広場
児童館アッピーランド
児童館こどもの城

健康プラザわくわくランド

市民体育館
上平公園テニスコート
平塚公園テニスコート
平塚サッカー場
平方スポーツ広場
平方野球場

上尾伊奈斎場つつじ苑

平成３０～３１年

年
末
年
始
の

市
の
業
務
と
休
館
日

※１／４㈮から通常通りの収集です。詳しくは、『上尾市ごみ収集カ
レンダー』で確認してください。

【主な施設の年末年始の休館日】

【年末年始のごみ収集】

4



おめでとうございます

平成３０年秋の叙勲、第３１回危険業務従事者叙勲の
市内の受章者を紹介します（敬称略）。

平成３０年秋の叙勲

旭日小綬章
佐野 昭夫（地方自治功労）
瑞宝小綬章
たけたに

竹谷 幸弘（検察事務功労）
樋口 和男（地方自治功労）
や ちゆう だ

谷中田文夫（消防功労）
たけし

山本 雄（鉄道業務功労）

瑞宝双光章
せいいち

清水 井一（教育功労）
中村 良吉（鉄道業務功労）
瑞宝単光章
髙澤 政隆（郵政業務功労）

第３１回危険業務従事者叙勲

瑞宝双光章
清水 義松（警察功労）
須賀 勲（警察功労）
つの だ かず お

⻆田 計男（警察功労）
松本浩次郎（警察功労）

瑞宝単光章
飯塚 照夫（警察功労）
成田 茂（消防功労）

いっしん

渡邊 一臣（消防功労）

■消防団勤続２０年で３家族が受章
１１月９日、第７０回埼玉県消防協会定例表彰式が行わ
れ、永年勤続２０年消防団員家族顕彰を本市から３家族
が受章しました（敬称略、氏名の後の数字は第１～８分
団を表す）。
家族顕彰／藤田篤志・忍②、赤熊修・美紀③、榎本
まさひと

雅士・恵美子⑥

■消防功労者６５人が受章
１０月２１日、県消防協会の表彰式が行われ、市内で消
防活動に功労のあった６５人（団体含む）が表彰されま
した（敬称略、氏名の後の数字は第１～８分団を表す）。
●県消防協会表彰

まさる

一等功労章／石川勝②、松岡一義⑧ 二等功労章／
う づかよしひと

飯野紀彰③、小野寺圭介③、奥山雅也③、宇塚芳仁④、
こうかたあつし

和久津健一⑤ 三等功労章／岡田和久②、幸形温③、
くにひろ

村松義和④、湯本訓啓⑤、鈴木晃一⑤ 機関技能章／
あつ し もとふみ

森田智明①、原淳志②、野崎孝幸③、倉持統史④、蓮見

たけ お み とみ いぬいとしあり

赴夫⑤、見富明⑥、加藤進⑦、乾利有⑧ 勤続章／新
ひろゆき こまさき

道英樹③、市川祐幸⑥、駒﨑博士⑦ 防災団体表彰／
こう

ショーサンプラザ自衛消防隊 消防功労章／町田皇
すけ

介、新道龍一
●県消防協会上尾支部表彰

じゅん ひさたか

特別功労章／寺坂浩二①、片柳淳①、小川寿誉①、小
まこと かごみやかずのり

田川真②、原淳志②、幸形温③、籠宮一徳④、田中輝夫
⑦、三ツ木洋平⑦ 一等功労章／田村邦宏②、内藤太

さとし

一④、野村聡⑤、藤波真輔⑥、吉野将司⑧、櫻井学⑧
せいとうひろ き

二等功労章／水村拓司③、清藤博幹③、松木タカシ
⑦、福田安孝⑧ 三等功労章／清水隆行④、髙橋祐太

かんばやし とうごう

④、蓮見赴夫⑤、上林寛⑥、當郷綾香⑥、見富明⑥、橋
だい き

本大樹⑧ 精勤章／石川佳太①、清藤博幹③、横山重
雄④、蓮見赴夫⑤、上林寛⑥、吉野将司⑧ 勤続章／
宮倉佑太③、横田哲也⑦、加藤進⑦、吉野将司⑧、乾利

わか きしゅうせい

有⑧ 優良団員（特別表彰）／若木秀聖②、和田康弘
⑥

人 数

７人

３人

１人

１人

職 種

一般事務

一般事務（身体障害者）

土 木

建 築

消防総務課 �７７５―１５００・�７７５―２２３０

秘書政策課 �７７５―３８４９・�７７５―９８６１

消消防防団団永永年年勤勤続続とと消消防防功功労労者者

市職員を募集

【申し込み・第１次試験日】申込書（職員課、各支所・
出張所、図書館本館にある。市ホームページからダ
ウンロードも可）に必要事項を記入し、証明書用写
真（縦４×横３㌢）２枚を貼り付けて１２月１４日㈮・１５日
㈯の９時３０分～１６時に直接、申込会場へ ※申込会
場、受験資格、試験内容などは、市ホームページま
たは受験案内をご覧ください。 ※申込時に第１次試
験（面接試験）を実施します。

職員課 �７７５―５１１２・�７７５―９８１９

職種と採用予定人数

平成３１年４月
採用予定
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2019フレッシュあげおを募集

2019年1月21日㈪まで（必着）

特
別
障
害
者
手
当
・

障
害
児
福
祉
手
当
・

重
度
心
身
障
害
者
福
祉
手
当

障
害
福
祉
課

�
７
７
５
―

５
１
２
３

�
７
７
６
―

８
８
７
２

①
特
別
障
害
者
手
当

�
市
内
に
住
所
が

あ
り
、
障
害
基
礎
年
金
１
級
程
度
の
障
害

が
重
複
す
る
な
ど
、
身
体
や
精
神
の
著
し

い
重
度
の
障
害
に
よ
り
、
日
常
生
活
で
常

時
特
別
の
介
護
が
必
要
な
状
態
と
認
め
ら

れ
る
２０
歳
以
上
の
人（
施
設
入
所
中
や
３

カ
月
を
超
え
て
入
院
し
て
い
る
人
を
除

く
）
【
支
給
額
】月
額
２
万
６
、９
４
０
円

（
所
得
制
限
あ
り
）

②
障
害
児
福
祉
手
当

�
市
内
に
住
所
が

あ
り
、
２０
歳
未
満
で
次
の
⑴
〜
⑶
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
人（
施
設
入
所
中
や
障

害
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
を
受
給
し
て

い
る
人
を
除
く
）⑴
身
体
障
害
者
手
帳
１

級
の
一
部
ま
た
は
２
級
の
一
部
⑵
療
育
手

帳
Ⓐ
⑶
精
神
障
害
ま
た
は
血
液
疾
患
で
⑴

⑵
と
同
程
度
の
障
害
が
あ
る
【
支
給
額
】

月
額
１
万
４
、６
５
０
円（
所
得
制
限
あ

り
）

③
重
度
心
身
障
害
者
福
祉
手
当

�
市
内

に
住
所
が
あ
り
、
次
の
⑴
〜
⑸
の
い
ず
れ

か
の
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
人
⑴
身
体
障

害
者
手
帳
１
・
２
級
⑵
療
育
手
帳
Ⓐ
・
Ａ

⑶
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
⑷
療

育
手
帳
Ｂ
⑸
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

２
級
【
支
給
額
】⑴
〜
⑶
月
額
５
千
円
、

⑷
・
⑸
月
額
２
、５
０
０
円

※
特
別
障

害
者
手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当
を
受
給
中

の
人
、
６５
歳
以
上
で
新
規
に
障
害
者
手
帳

を
取
得
し
た
人
を
除
く（
障
害
児
福
祉
手

当
受
給
者
の
う
ち
、
２０
歳
未
満
で
身
体
障

害
者
手
帳
１
級
ま
た
は
２
級
と
併
せ
て
療

育
手
帳
Ⓐ
ま
た
は
Ａ
を
所
持
し
て
い
る
人

は
対
象
に
な
り
ま
す
）。
※
受
給
者
本
人

に
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
と
き
、
ま

た
は
施
設
に
入
所
し
て
い
る
と
き
は
支
給

停
止
に
な
り
ま
す
。

【
①
〜
③
共
通
】
手
続
き
方
法
は
障
害
福

祉
課
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
※

現
在
、
受
給
資
格
の
あ
る
人
は
、
手
続
き

は
不
要
で
す
。

都
市
計
画
案
の
縦
覧
と

意
見
書
の
受
け
付
け

都
市
計
画
課

�
７
７
５
―

７
６
２
９

�
７
７
５
―

９
９
０
６

都
市
計
画
法
第
１７
条
第
１
項
・
第
２
項

の
規
定
に
よ
り
、
上
平
第
二
地
区（
大
字

上
・
久
保
・
西
門
前
・
南
の
各
一
部
）
と
弁

財
地
区（
弁
財
一
丁
目
の
全
部
、
弁
財
二

丁
目
・
春
日
二
丁
目
の
各
一
部
）と
仲
町

愛
宕
地
区（
仲
町
一
丁
目
・
愛
宕
一
丁
目

の
各
一
部
）と
上
平
第
三
地
区（
上
平
中
央

一
丁
目
・
二
丁
目
・
三
丁
目
の
各
全
部
、

錦
町
・
緑
丘
四
丁
目
の
各
一
部
）と
上
平

塚
地
区（
平
塚
の
一
部
）の
都
市
計
画
の
変

更
に
係
る
案
の
縦
覧
と
意
見
書
提
出
の
受

け
付
け
を
行
い
ま
す
。
●
案
の
縦
覧

�
１２
月
１１
日
㈫
〜
２５
日
㈫
８
時
３０
分
〜
１７

時
１５
分（
㈯
㈰
㈷
を
除
く
）
�
都
市
計
画

課

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
縦
覧
で
き

ま
す
。
�
①
上
尾
都
市
計
画
用
途
地
域

の
変
更（
上
平
第
二
地
区
、
弁
財
地
区
）②

上
尾
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地

域
の
変
更（
上
平
第
二
地
区
、
弁
財
地
区
）

③
上
尾
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更（
上

平
第
二
地
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上尾の商工業の発展と、上尾のイメージアッ
プのため、２０１９年度の「フレッシュあげお」を
募集します。市の「キラリ☆あげおＰＲ大使」
としても活動しています。 �次の①～③の
全てに該当する人①市内に在住・在勤・在学
で、２０１９年４月１日時点で１８歳以上②１年間
（２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日）上尾商工会
議所などの公式行事他、PR活動に責任をもっ
て参加できる③特定の興行会社または他団体
と類似契約をしていない �応募用紙（上尾
商工会議所にある）または上尾商工会議所青
年部のホームページの応募フォームに必要事
項を記入し、写真（全身・上半身、各１枚）を添付
して、２０１９年１月２１日㈪まで（必着）に直接か郵
送または、ホームページからの送信で、上尾商
工会議所青年部フレッシュあげお係（〒３６２―
８７０３二ツ宮７５０）へ

上尾商工会議所青年部 �７７３―３１１１・�７７５―９０９０

２０１８フレッシュあげお

応募フォームの
ＱＲコード
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本市の小学校では、平成３２年度実施の新学習指
導要領の英語教育を２年間先行して実施していま
す。これは、全国で約３割しか行っていません。
英語の授業は、担任とALT（外国語指導助手）
のティーム・ティーチングで行われ、コミュニ
ケーション能力を育成する学習や、ALTと一緒
に給食を食べたり、掃除をしたり、学校生活の中
で英語に触れ合う機会を多く作っています。
先日、大石小学校を視察しました。昼休みを使っ
イングリッシュ カ フ ェ

て「English Cafe」が行われており、「クリスマス
に何が欲しい？」というALTの質問に子どもたち
は元気よく英語で応じます。私も一緒に英会話を
楽しみました。
６年生の授業では、ALTは英語しか話しません。
子どもたちはこれにしっかりと追随し、授業は

英語のまま進みます。ALTと子どもたちが生き
た英語をやり取りする光景に、私はとても感動し
ました。
先日、友好都市のオーストラリア・ロッキャー
バレー市のターニャ・ミリガン市長ら訪問団の皆
さんとお会いし、私自身、英語を話すことの大切
さを痛感しました。
小学校でのALTとの日常的な関わりを通して、

「英語が分かった」「英語が話せた」という自信を
子どもたちに身に付けてほしいと私は心から願っ
ています。「生きた英語」に慣れ親しみながら、自然
とコミュニケーション能力が養われる環境を
教育委員会と連携してつくっていきたいと思い
ます。

「後期高齢者医療保険料納付確認書」「国民健康保険税納付確認書」「介護保険料納付確認書」を次のとおり郵送しま
す。納付済みの保険料・税は、所得税や市・県民税申告時に社会保険料控除の対象となります。 ※特別徴収（年金天引
き）された分は本人以外の申告には使えません（例／夫婦とも年金天引きの場合、夫の申告に妻の年金天引き分は使え
ない）。
①後期高齢者医療保険料納付確認書
�平成３０年中に後期高齢者医療保険料を納付した人 ※
詳しくは、保険年金課に問い合わせてください。
②国民健康保険税納付確認書
�平成３０年中に国民健康保険税を納付した人 ※詳しく
は、納税課に問い合わせてください。
③介護保険料納付確認書
�６５歳以上で平成３０年中に介護保険料を納付した人 ※
納付確認書は、６５歳になってからの介護保険料納付分だ
けです。６４歳までの介護保険料は、加入している健康保険
（国民健康保険、健康保険組合他）の保険料に含まれてい
ます。 ※詳しくは、高齢介護課に問い合わせてくださ
い。

●①～③共通
【郵送時期】平成３１年１月下旬
※特別徴収（年金天引き）と普通徴収（納付書や口座振替）
の両方で納付した人は、申告時に市発行の納付確認書を
利用してください。年金支払機関発行の「公的年金等の源
泉徴収票」の金額に普通徴収の納付額は含まれていませ
ん。
※平成３０年中に転入した人は、前市区町村の納付額も併
せて申告してください。郵送した納付確認書に記載され
る保険料・税納付額は、上尾市へ納付した分だけです。年
末調整などで早めに必要な人は、無料で納付確認書を交
付しますので、各問い合わせ先に連絡してください。

私もEnglish Cafeに参加しました

保険年金課 �７７５―５１２５
�７７５―９８２７

納税課 �７７５―５１３５
�７７５―９８４６

高齢介護課 �７７５―５１２７
�７７６―８８７２

後期高齢者医療保険料納付確認書・
国民健康保険税納付確認書・
介護保険料納付確認書を郵送

後期高齢者医療保険料納付確認書・
国民健康保険税納付確認書・
介護保険料納付確認書を郵送

今後も交流を深めていきます
(右・ミリガン市長)Let’s enjoy English(英語を楽しもう)
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歳　出
611億4,603万円 民生費

279億6,886万円
46%

民生費
279億6,886万円

46%

議会･総務費
90億8,111万円

15%

議会･総務費
90億8,111万円

15%

公債費
64億4,788万円

11%

公債費
64億4,788万円

11%

衛生費
51億8,336万円

8%

衛生費
51億8,336万円

8%

土木費
48億8,354万円

8%

土木費
48億8,354万円

8%

教育費
44億6,529万円

7%

教育費
44億6,529万円

7%

消防費
24億9,335万円

4%

消防費
24億9,335万円

4%

農林水産業･商工費
6億2,264万円

1%

農林水産業･商工費
6億2,264万円

1%

歳　入
633億5,976万円 市税

308億13万円
48%

市税
308億13万円
48%

国庫支出金
93億6,192万円

15%

国庫支出金
93億6,192万円

15%

市債
61億2,070万円

10%

市債
61億2,070万円

10%

県支出金
38億9,272万円

6%

県支出金
38億9,272万円

6%

地方交付税
30億6,300万円

5%

地方交付税
30億6,300万円

5%

その他
101億2,129万円

16%

その他
101億2,129万円

16%

総務費
・文化センターの大規模改造（耐震補強）工事を実施
・道路照明灯を発光ダイオード（LED）化
・住民票などのコンビニ交付を開始
民生費
・大石南小学校舎内に放課後児童クラブを整備
・ひとり親家庭・生活困窮者などへの学習支援を実施
・全公立保育所とつくし学園に防犯カメラを設置すると
ともに、防犯カメラを設置する民間保育園を支援
・午睡用ベッドを整備する民間保育園を支援
衛生費
・新たに不妊検査費用を助成

土木費
・総合治水計画の策定に着手
・西宮下中妻線用地買収に着手
・（仮）戸崎東部公園を整備
・北上尾駅西口駅前広場を整備
教育費
・小・中学校就学援助費を拡充
・新図書館複合施設の整備に着手

１．一般会計

❖ ❖ ❖ 財政事情を公表します❖ ❖ ❖

歳入の決算額は６３３億５，９７６万円となり、前年度に比べて７，３０９万円減少（０．１㌫減）、歳出の決算額は６１１億４，６０３万
円で、前年度に比べて３億８，８５１万円増加（０．６㌫増）しました。
それぞれの内訳は図１のとおりで、平成２９年度の主な事業は下記のとおりです。また、支出額の市民１人当たりの

換算額は２６万８，０００円になります（９ページ表参照）。

毎年６月と１２月に財政事情を公表しています。これは、市民の皆さんが納めた貴重な税金や国・県からの支出金などが
どのように使われているかをお知らせし、市政について理解を深めていただくためのものです。今回は、平成２９年度決
算と平成３０年度上半期の収支状況をお知らせします。

財政課 �７７５―４２４７・�７７６―８８７３

北上尾駅西口駅前広場

平 成 ２９ 年 度 決 算

文化センター

【図１】平成２９年度一般会計決算の状況

平成２９年度の主な事業
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257億9,943万円収入

252億5,596万円支出

153億6,707万円収入

148億2,592万円支出

54億8,356万円収入

53億3,722万円支出

44億6,084万円
収益的収支

資本的収支

給水戸数/9万7,596戸､給水人口/22万8,007人､配水量/2,362万540㎥

収入

38億7,592万円支出

1億7,199万円収入

16億3,910万円支出

25億8,235万円収入

25億8,082万円支出

介護保険

公共下水道事業

後期高齢者医療

国民健康保険

水道事業
（企業会計）

支　出
29万円

食費
(人件費)
5万3,000円

食費
(人件費)
5万3,000円

光熱水費･通信費
(物件費)
4万5,000円

光熱水費･通信費
(物件費)
4万5,000円

家電などの買い換え
(普通建設事業費)
3万4,000円

家電などの買い換え
(普通建設事業費)
3万4,000円

ローン返済
(公債費)
3万円

ローン返済
(公債費)
3万円収　入

30万円
給料

(市税･交付税他)
18万2,000円

給料
(市税･交付税他)
18万2,000円

諸手当
(国･県支出金)
6万3,000円

諸手当
(国･県支出金)
6万3,000円

銀行からの借り入れ
（市債）
2万9,000円

銀行からの借り入れ
（市債）
2万9,000円

パート代
(分担金､負担金他)
1万3,000円

パート代
(分担金､負担金他)
1万3,000円

前月からの繰り越し
(繰越金)
1万2,000円

前月からの繰り越し
(繰越金)
1万2,000円

貯金の取り崩し
（繰入金）
1,000円

貯金の取り崩し
（繰入金）
1,000円

子どもへの仕送り
(繰出金)
2万1,000円

子どもへの仕送り
(繰出金)
2万1,000円

医療費・保育料
(扶助費)
8万5,000円

医療費・保育料
(扶助費)
8万5,000円

その他雑費
(補助費他)
2万2,000円

その他雑費
(補助費他)
2万2,000円

衛生費
ごみ、し尿の処理、環境対
策、健康増進他

農林水産業・商工費
農業や商工業の振興

２万３，０００円

３，０００円

公債費
公共施設整備などのために
借り入れた市債の返済

消防費
消防・救急活動、災害対策
他

２万８，０００円

１万１，０００円

議会・総務費
議会運営や選挙、戸籍、徴
税、庁舎管理他

教育費
学校、図書館、公民館など
の管理運営、文化・スポー
ツの振興

４万円

２万円

民生費
子育て支援、高齢者や障害
のある人へのサービスの提
供他

土木費
道路、河川、公園の整備・
管理などのまちづくり

１２万２，０００円

２万１，０００円

２．特別会計・公営企業会計

【表】市民１人当たりの支出額の換算額（平成３０年４月１日現在の人口２２万８，３８７人で計算）

１人当たりの
支出額

２６万８，０００円

特別会計は、特定の事業を実施する場合、一般会計と区分して事業ごとの収支を明確にするための会計です。公営
企業会計は、地方公営企業法の適用を受け、利用者の料金などにより公共の利益を目的に経営する事業の会計です。
上尾市では水道事業が該当します。

【特別会計と公営企業会計の決算額】

市役所と一般家庭では単純に比較できませんが、月３０万円の収入がある家計に例えると、収支の内訳は図２のよう
になります。 ※『日本の統計２０１８』（総務省統計局刊行）に基づく労働者の平均給与を参考にしています。

平成２９年度の市の決算を家計に例えると…

【図２】
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101億5千万円収入

103億9千万円
(収入率)47.3％
(執行率)48.5％支出

61億円収入

60億6千万円
(収入率)38.7％
(執行率)38.5％

(収入率)18.1％
(執行率)35.9％

(収入率)35.4％
(執行率)31.4％

支出

9億8千万円収入

19億4千万円支出

21億6千万円
収益的収入(44億2千万円)･支出(43億1千万円)

資本的収入(1億7千万円)･支出(14億2千万円)

収入

10億7千万円支出

78万円収入

3億7千万円

(収入率)48.9％
(執行率)24.8％

(収入率)0.5％
(執行率)26.1％支出9億8千万円収入

8億7千万円支出

介護保険
157億5千万円

公共下水道事業
54億円

後期高齢者医療
27億7千万円

国民健康保険
214億4千万円

301億3千万円収入

234億6千万円
(収入率)46.4％
(執行率)36.1％支出

一般会計
649億9千万円

水道
事業

(企業会計)

給水戸数/9万7,973戸､給水人口/22万8,088人､配水量/1,185万3,550㎥

土地 186万7,423㎡
建物 39万89㎡

行政財産※1(土地)
1,749,412㎡

行政財産※1(土地)
1,749,412㎡

普通財産※2(土地)
118,011㎡

普通財産※2(土地)
118,011㎡

行政財産※1（建物）
382,353㎡

行政財産※1（建物）
382,353㎡

普通財産※2(建物)
7,736㎡

普通財産※2(建物)
7,736㎡

※1　行政財産とは、庁舎、消防施設など市が直接使用する財産や学校、
公民館、公園など、市民が共同利用する施設をいいます。
※2　普通財産とは、貸し付けなどができる特定の使用目的を持たない
財産をいいます。

平成29年度末
820億7,570万円

平成28年度末
825億5,917万円

一般会計
公共下水道事業
水道事業

172億3,204万円172億3,204万円
45億3,276万円45億3,276万円

602億950万円602億950万円

173億1,548万円173億1,548万円
50億3,419万円50億3,419万円

603億1,090万円603億1,090万円

3

4

5

6

4.9

4.0 4.0 4.0 4.4

（%)

25 26 27 28 29 (年度) (年度)

実質公債費比率
の推移

20

30

40

50
46.4

34.9
29.4

25.2 24.0

（%)

25 26 27 28 29

将来負担比率
の推移

３．市債の状況 ４．市有財産の状況

５．財政健全化指標

財政の再生
財政危機です！

財政の早期健全化
イエローカードです！

財政は健全です！
この状態を続けましょう上尾市

４．４％

２４．０％

健全化判断比率

実質公債費比率
借金などの財政負担がどれくらいか

将来負担比率
将来的な財政負担がどれくらいか

市が保有する主な財産は下記のとおりです。

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」では、市町村の財政破綻（会社でいう倒産）を未然に防ぐため、財政の
健全度を示す「健全化判断比率」と公営企業の経営状況の健全度を示す「資金不足比率」を算定し、公表することを義務
付けています。
平成２９年度の上尾市の指標は全て健全の基準内にあります。

※上尾市は全会計とも赤字決算ではないため、「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「資金不足比率」は算定されません。

平成３０年度 上半期（４月１日～９月３０日）の収支状況

３５％３５％２５％２５％

３５０％３５０％

学校や道路、下水道などの公共施設を整備するために国や県、
金融機関などからお金を借り入れています。この市の借入金を
市債といいます。
平成２９年度末の市民１人当たりの市債残高は３５万９，３７１円（前

年比２，５３４円減）です。

上尾市

０％０％

０％０％

上尾市
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～地域でのセカンドライフのために～ンドラでの地域 カンセカのセ～地～ ～に～ためイフのた

市制施行60周年記念 地域デビュー支援事業

「まだまだ、頑張ります！」「まだまだ、頑張ります！」

������������������������������

平
成
３１
・
３２
年
度

上
尾
市
少
額
等
随
意
契
約
希
望
者

登
録
申
請
の
受
け
付
け

契
約
検
査
課

�
７
７
５
―

５
１
１
６

�
７
７
５
―

９
８
１
９

市
が
発
注
す
る
工
事
請
負
、物
品
購
入
、

業
務
委
託
契
約
の
う
ち
、「
少
額
で
内
容

が
軽
易
な
契
約
」を
希
望
す
る
事
業
者
な

ど
の
登
録
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。
�

平
成
３１
年
１
月
４
日
㈮
〜
２
月
１５
日
㈮

（
当
日
消
印
有
効
）
�
本
店
が
市
内
に
あ

り
、
県
電
子
入
札
共
同
シ
ス
テ
ム
の
平
成

３１
・
３２
年
度
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿

に
登
録
し
て
い
な
い
事
業
者

�
申
請
書

類（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
）に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
関
係
書

類
を
郵
送
で
契
約
検
査
課（
〒
３６２
―

８
５
０

１
本
町
３
―

１
―

１
）へ

※
郵
送
以
外
は

受
け
付
け
ま
せ
ん
。
※
詳
し
く
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
の「
平
成
３１
・
３２

年
度
上
尾
市
少
額
等
随
意
契
約
希
望
者
登

録
申
請
の
手
引
き
」で
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
・

７０
歳
以
上
の
国
保
加
入
者
に
年
間

の
高
額
療
養
費（
外
来
年
間
合
算
）

を
支
給

保
険
年
金
課（
国
保
給
付
担
当
）

�
７
７
５
―

５
１
３
６

（
高
齢
者
医
療
担
当
）
�
７
７
５
―

５
１
２
５

�
７
７
５
―

９
８
２
７

月
ご
と
の
高
額
療
養
費
制
度
に
加
え

て
、
平
成
２９
年
８
月
１
日
に
年
間
の
高
額

療
養
費
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
１
年

間（
８
月
〜
翌
年
７
月
）の
外
来
診
療
分
の

自
己
負
担
額
の
合
計
額
が
１４
万
４
千
円
を

超
え
た
場
合
、
申
請
に
よ
り
超
え
た
額
が

年
間
の
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま

す
。
�
次
の
①
②
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
人
①
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

し
て
い
る
ま
た
は
７０
歳
以
上
で
国
民
健
康

保
険
に
加
入
し
て
い
る
②
平
成
３０
年
７
月

３１
日
時
点
で
、
保
険
証
の
負
担
割
合
が
１

割
ま
た
は
２
割

�
１２
月
か
ら
直
接
、
保

険
年
金
課
ま
た
は
各
支
所
・
出
張
所
へ

※
７
月
３１
日
時
点
で
、
上
尾
市
の
国
民
健

康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
お
り
、
支
給
の
対
象
に
な
る
人

に
は
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。
※
転
出

入
や
他
の
医
療
保
険
に
異
動
し
た
場
合
な

ど
は
、
申
請
書
を
郵
送
で
き
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。
※
月
ご
と
の
高
額
療
養
費
の

申
請
漏
れ
に
も
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

上
尾
市
自
殺
対
策
計
画（
案
）へ
の

意
見
を
募
集

健
康
増
進
課

�
７
７
４
―

１
４
１
１

（
成
人
・
精
神
保
健
担
当
）
�
７
７
６
―

７
３
５
５

平
成
３１
年
度
か
ら
５
年
間
を
計
画
期
間

と
す
る「
上
尾
市
自
殺
対
策
計
画（
案
）」を

策
定
し
ま
す
。
こ
の
た
び
、
そ
の
案
が
ま

と
ま
り
ま
し
た
の
で
市
民
コ
メ
ン
ト
制
度

に
基
づ
き
、
意
見
を
募
集
し
ま
す
。
�

市
内
に
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
人
【
計

画（
案
）の
公
表
・
意
見
募
集
期
間
】１２
月

１７
日
㈪
〜
平
成
３１
年
１
月
１１
日
㈮
【
計

画（
案
）・
意
見
書
の
設
置
場
所
】健
康
増

進
課（
東
保
健
セ
ン
タ
ー
）、
市
役
所
１
階

情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
、
各
支
所
・
出
張

所
・
公
民
館

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

掲
載
し
ま
す
。
【
意
見
書
な
ど
の
取
り
扱

い
】内
容
を
検
討
し
、
策
定
の
参
考
に
す

る

※
住
所
、
氏
名
な
ど
個
人
が
特
定
で

き
る
箇
所
を
除
き
、
意
見
の
内
容
を
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
ま
す
。
個
別
に

は
回
答
し
ま
せ
ん
。
【
提
出
方
法
】意
見

書（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
も
可
）に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
直

接
か
郵
送（
１１
日
消
印
有
効
）、ま
た
は
フ
ァ

ク
ス
、
メ
ー
ル
で
健
康
増
進
課（
〒
３６２
―

０

０
１
５
緑
丘
２
―

１
―

２７
、
�s178000

@
city.ageo.lg.jp

）へ

※
電
話
で
は

受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

仕事や子育てに追われた今までの人生はひと区切り。これから
は、本当にやりたいことを見つけ、新しい仲間をつくり、人生を充実
させる市民活動に挑戦してみませんか？ �平成３１年２月９日㈯１３
時３０分～１６時３０分（開場／１３時） �文化センター �①市民活動
団体の紹介②タケカワ ユキヒデさんの講演「まだまだ、頑張りま
す！」～地域でのセカンドライフのために～ ※市民団体によるパ
ネル展もあります。 �市内に在住・在勤の人 �３００人（先着順）
�１２月１日㈯９時から住所、氏名、年齢、電話番号を直接か電話（㈪を
除く）またはファクス、メールで市民活動支援センターへ

【プロフィル】たけかわ・ゆきひで
さいたま市生まれ、東京外国語大学卒業。人気ロック
グループ「ゴダイゴ」を経て、『ガンダーラ』『モンキーマ
ジック』など数々のヒットソングをもつソングライ
ター・シンガーとして活躍。作曲家・歌手・ライブ・音
楽プロデュースなど、活動は多岐にわたる。テレビ・ラ
ジオ番組でのコメンテーター、講演などでもグローバル
化する社会にさまざまなメッセージを発信している。

市民活動支援センター
�７７８―１８１０・�７７８―１８２０・�s５３５００@city.ageo.lg.jp
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